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１．建築基準法・住宅品質確保法の技術基準の見直し体制の整備について 

  （平成 15 年１月 22 日付文書：http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/070122_.html） 

 

２．建築基準法、住宅品質確保法の技術基準の継続的見直しの推進体制について 

  （上記文書中の参考資料１） 

 

３．民間等の提案に対応した技術基準見直し作業の主な流れ 

  （上記文書中の参考資料２：⑤として国総研による技術基準の原案作成、⑥として本省への

原案送付が示されている。） 
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 建築基準法・住宅品質確保法の技術基準の 
 見直し体制の整備について 

  

 

   

 建築基準法の単体規定及び住宅の品質確保の促進等に関する法律（「品確法」）に
おいては、要求される性能を明示することで、多様な仕様、材料等の採用が可能とな
る性能規定化を進めてきています。 
 この性能規定化の効果を一層発揮するためには、民間の新しい技術開発等に対応
し、両法の技術基準について継続的な見直しを進めていく必要があります。 
 このため、国土交通省住宅局及び国土技術政策総合研究所（「国総研」）は、両法
の技術基準の円滑な見直しを進めるため、関係機関の協力を得て、以下の体制を整
備することとしました。  

1. コンタクトポイント（民間提案の受付窓口）の開設 
 建築基準法の単体規定及び品確法（主として評価方法基準）の技術基準につ
いて、新技術等に対応した基準の整備、見直しに係る民間等の提案を受け付
けるため、提案の受付窓口となるコンタクトポイントを開設します。 
 コンタクトポイントは、平成１５年４月からの本格運用の開始に向けて、本年度
は試行的に受付を開始します。 

2. 「建築住宅性能基準検討委員会」の設置 

平成１５年１月２２日

＜問い合わせ先＞

住宅局建築指導課

（内線39515､39564） 

住宅生産課

（内線39402､394136） 

TEL：03-5253-8111（代表）

国土技術政策総合研究所

TEL：029-864-4291

 建築基準法の単体規定、品確法の評価方法基準等に係る技術的提案は、
以下に提案者の氏名、所属、連絡先、提案とその技術的根拠の要旨、関係
する既存告示名等を書いてお送り下さい。 

基準法・品確法技術基準提案コンタクトポイント 
（試行受付期間：２月１７日～３月３１日） 

FAX：03-3434-7722 E-mail：contact-p@pbcs.jp  

 このコンタクトポイントは、民間等からの技術的提案の収集・整理事業を実
施する「建築住宅性能基準運用協議会」に国土交通省が委託して設けるもの
です。（「建築住宅性能基準運用協議会」：建築基準法に基づく指定性能評価
機関、品確法に基づく指定試験機関のうち公益法人７団体が平成１５年１月
１５日に設立。（http://www.pbcs.jp （２月１７日開設）））  
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 コンタクトポイントに送られてきた提案は、整理後、国土交通省に送付されま
す。これら提案等に的確、円滑に対応し、必要な技術基準の見直し等を進める
ため、住宅局長の諮問機関として、岡田恒男芝浦工業大学教授を委員長とす
る「建築住宅性能基準検討委員会」を設置することといたしました。 
 本委員会の第１回の全体委員会は、平成１５年１月２２日（水）中央官庁合同
会議所において開催され、議事概要はインターネット等で公表することとしてい
ます。 

「建築住宅性能基準検討委員会（全体委員会）」（名簿別紙）  
委員長 岡田恒男 芝浦工業大学教授  
顧問   内田祥哉 東京大学名誉教授 
（委員会は分野別委員会、部会を今後設置予定。）  

 また、検討を効率的に進めるため、国総研が独立行政法人建築研究所の協
力を得て技術基準の見直しの原案作成等を行う体制を整備するとともに、原案
作成過程等において、民間団体、技術者等に対する意見聴取、建築住宅性能
基準運用協議会に設ける技術委員会等における関係各界との意見交換等を
実施していきます。  

3. 民間団体等との意見交換会の実施 
 学会、技術者団体、事業者団体等と、国土交通省の基準作成担当者及び独
立行政法人建築研究所、指定性能評価機関・指定試験機関等との間で、継続
的な意見交換会を実施します。 

4. 技術基準整備に係る調査、研究の一層の推進 
 技術基準見直しの検討に必要な、国内外の研究・技術開発動向、技術基準
の整備・運用状況等に関する情報収集、分析、研究等を、独立行政法人建築
研究所等の支援を得つつ国総研及び住宅局において一層推進します。  

建築住宅性能基準検討委員会の設置について 

建築住宅性能基準検討委員会全体委員会名簿  
建築基準法、住宅品質確保法の技術基準の継続的見直しの推進体制につい

て   

民間等の提案に対応した技術基準見直し作業の主な流れ   

建築住宅性能基準検討委員会の設置について  

 

   

 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat 
Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダ
ウンロードしてください（無償）。 
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示さ
れない場合はこちらをご参照下さい。 

（ダウンロード） 

平成１５年１月２２日

住宅局

国土技術政策総合研究所
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（設置目的） 
 建築基準法、住宅品質確保法においては、それぞれの技術基準について、要求さ
れる性能を明示する性能規定化が進められてきたところである。 
 これらの性能規定基準は、その効果を一層発揮するため、性能を把握する技術の
進歩や、国際的な基準の整備動向、また実務上の利便性や有効性などについて、民
間団体からの提案・技術情報の提供等をも踏まえ、継続的に見直しを進めていく必要
が生じている。 
 このため、建築指導課、住宅生産課及び国土技術政策総合研究所（国総研）が運
営主体となり、学識経験者、独立行政法人建築研究所の参加を得て、建築・住宅の
性能基準を検討する場として、「建築住宅性能基準検討委員会」を設置する。  

（委員会構成）  

全体委員会： 
 技術基準整備の方向性等を検討 

 委員長：  
岡田恒男（芝浦工業大学教授） 顧問：内田祥哉（東京大学名誉教授）  

 委員：  
学識経験者（分野別委員会委員含む）協力委員：国総研、建研  

 事務局：  
国土交通本省（建築指導課・住宅生産課）  

分野別委員会： 
 基準の制度化に先立って国総研の作成した技術基準原案等を分野別に技術
的に検討 （分野：構造、防火、環境・設備、材料・耐久性、建築計画） 

 委員：  
学識経験者（全体委員会の一部委員）、専門委員：学識経験者（分野別
部会にも参加）  

 協力委員：  
国総研、建研 事務局：国土交通本省（建築指導課・住宅生産課）  

 オブザーバー：  
指定性能評価機関（基準法）、指定試験機関（品確法）等  

分野別部会： 
 本省の要請を受け国総研が独立行政法人建築研究所の支援を得て作成する
技術基準原案、技術的運用方針案等を検討（分野：構造、防火、環境・設備、材
料・耐久性、建築計画、企画） 

 構成員：  
国総研、建研、本省、分野別委員会専門委員（助言）  

 事務局：  
国総研  

 オブザーバー：  
指定性能評価機関（基準法）、指定試験機関（品確法）等 
（民間と技術情報交換等を行うため、建築住宅性能基準運用協議会に設
置される技術委員会等に協力要請、意見照会。）  

※品確法の日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の改正、建築基準法の
法律レベルの基準改正等にあっては、さらに社会資本整備審議会建築分科会
に諮る。  

3/4 ページ建築基準法・住宅品質確保法の技術基準の見直し体制の整備について

2009/01/06http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/070122_.html

- 425 -

62e006
長方形

62e006
長方形



建築住宅性能基準検討委員会全体委員会名簿  

   

 
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport  

顧問  内田 祥哉  東京大学名誉教授

委員長  岡田 恒男  芝浦工業大学工学部建築工学科教授

委員  石山 祐二  北海道大学大学院工学研究科教授（構造委員会兼）

委員  小谷 俊介  東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授（構造委員
会兼）

委員 鎌田 元康 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授（環境・設
備委員会兼）

委員 上村 克郎 （社）建築研究振興協会顧問

委員 坂本 功 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授（構造委員
会兼）

委員 菅原 進一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授（防火委員
会兼）

委員 高梨 晃一 工学院大学特別専任教授

委員 田中 淳夫 宇都宮大学工学部建設学科教授（構造委員会兼）

委員  友澤 史紀  北海道大学大学院工学研究科教授（材料・耐久性委員会
兼）

委員  三橋 博三  東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻教授（材料・
耐久性委員会兼）

委員 野村 歓 日本大学理工学部建築学科教授（建築計画委員会兼）

委員 深尾 精一 東京都立大学大学院工学研究科教授（建築計画委員会
兼）

委員 松尾 陽 明治大学理工学部建築学科教授

委員 村上 周三 慶応大学理工学部システムデザイン工学科教授（環境・設
備委員会兼）

委員 室崎 益輝 神戸大学都市安全研究センター教授（防火委員会兼）

委員 安岡 正人 東京理科大学工学部建築学科教授

協力委員 村上 純一 国土技術政策総合研究所副所長

協力委員 山内 泰之 独立行政法人建築研究所理事長
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建築基準法、住宅品質確保法の技術基準の継続的見直しの推進体制について 

○民間団体等が開催する意見交換会に国

土交通省が随時参加。 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 

○技術基準原案、運用方針案等の作成等 

○（新設）建築住宅性能基準検討委員会の

うち分野別部会の運営 

→技術基準原案等の検討 

【新たな体制における各セクターの役割】 

（基準化支援部門） 

（基準作成部門） 

独立行政法人建築研究所 

＜民間では行われない基礎的な研究開発＞ 

○技術基準見直しのための技術的支援 

 

＜民間団体・技術者等からの委託研究＞ 

○技術指導、技術指針作成 

○JIS原案（一般基準として引用するもの）

等の規格案作成 

（基準審査部門） 
国土交通省住宅局（建築指導課・住宅生産課）

○基準見直しの企画、総合調整、法令化 
○（新設）建築住宅性能基準検討委員会の

うち全体委員会・分野別委員会の運営 

 →技術基準整備の方向性、分野別部会の

成果等を審議 

（民間部門） 

民間技術者等（研究者、技術者、事業者） 

＜個別の研究開発＞ ○技術基準見直し提案(研究開発等の立場から) 

民間団体(学会、技術者団体、事業者団体等) 

＜団体別の研究開発＞ ○技術基準見直し提案(研究開発等の立場から) 

建築研究開発コンソーシアム 

＜共通基盤的な研究開発＞○技術基準見直し提案(共通基盤的研究開発等の立場から) 

  【コンタクト・ポイント】 

○民間部門、基準審査部門から基準作成・

支援部門への提案提出窓口 
（国土交通省が協力して建築住宅性能基準

運用協議会に設置） 

 

指定性能評価機関（建築基準法） 

指定試験機関（住宅品質確保法） 

＜高度な技術基準を審査する機関＞ 

○技術基準の運用方法の調整 

○技術基準見直し提案（審査の立場から） 

特定行政庁･指定確認検査機関(建築基準法)

指定住宅性能評価機関(住宅品質確保法) 

＜一般化した技術基準を審査する機関＞ 

○技術基準の運用方法の調整 

○技術基準見直し提案（審査の立場から） 

日本建築行政会議（建築基準法） 

指定住宅性能評価機関等 

連絡協議会（住宅品質確保法） 

(新設)建築住宅性能基準運用協議会 

（建築基準法・住宅品質確保法） 

○建築住宅性能基準運用協議会が、民間

部門と基準作成・支援部門等が基準原

案等について意見交換を行う技術委員

会を、協議会自主活動及び国土交通省

委託事務として運営 

その他の取り組み 
技
術
基
準
等
に
関
す
る
提
案 

技術的支援 
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提案の 

整理 
 

 
 
 
 

 

基準作成部門 ＜建築住宅性能基準検討委員会＞ 

 

国土技術政策 

総合研究所 

 

 

 

住宅局 

基
準
作
成
支
援
部
門 

 
 

独
立
行
政
法
人 

建
築
研
究
所 

○分野別委員会(年 3、4 回程度開催)

委員：学識経験者（全体委員会の一部）

専門委員：学識経験者 

協力委員：国総研、建研 

 

 

○分野別部会(随時開催) 

構成員：国総研、建研、住宅局、 

分野別委員会専門委員（助言）

民
間
部
門
、
基
準
審
査
部
門 

コンタクト 
ポイント 

(提案提出窓口)  

技術委員会 
 

 

○全体委員会(年 1 回程度開催) 

委員：学識経験者（分野別委員含む） 

協力委員：国総研、建研 

・ 技術基準見直しの方向性等検討 ① 
技術基準

等に対す

る提案 
②提案の 

整理 

③提案の 

送付 

⑤ 技術基準原案等を検討  

⑦ 制度化に先立ち技術基準 

見直し案等を検討 

⑧ 技術基準 

見直し等の 

制度改善 

 

⑦ 原案等を

基に見直

し案作成 
 

⑤ 技術基準原案

等について民間団

体・技術者、学識経

験者、基準作成部門、

基準作成支援部門、

基準審査部門等が意

見交換等 

④
提
案
受
領
・
対
応
方
針
検
討 

⑤ 基準原案等

を作成 

国土交通省 

技術基準 

原案等 

方向性 

技術的 

支援 

参加

協力

※ 品確法の日本住宅性能表示基準・評価方法基準及び基準法の法律レベルの基準改正等にあっては、さらに社会資本整備審議会建築分科会に諮る。 

※ このほか、学会、技術者団体、事業者団体と、基準作成部門、基準作成支援部門、指定性能評価機関、指定試験機関等との間で、継続的な意見交換を実施。 

（
見
直
し
等
が
必
要
） 

対応状況 

の連絡 

民間等の提案に対応した技術基準見直し作業の主な流れ 

⑥

⑦技術基準 

見直し案の 

パブリック

コメント 

国土交通省が協力して建築住

宅性能基準運用協議会に設置 
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